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(57)【要約】
　【課題】オイルミスト量が多くなっても、十分なオイ
ル分離機能が得られる多気筒エンジンを提供する。
　【解決手段】ヘッドカバー２の天井壁３に沿って前後
方向に向けたブリーザ室４を形成し、ブリーザ室４の前
端部にブリーザ室入口５を設け、ブリーザ室４の後端部
にブリーザ室出口６を設け、ブリーザ室４内に複数の隔
壁７を設け、隔壁７に沿ってブリーザ室４内でブローバ
イガスを通過させ、ブローバイガスに含まれるオイルミ
ストを隔壁７の表面で凝縮させてオイル分離を行うよう
にした多気筒エンジンにおいて、ヘッドカバー２の前端
壁８に沿って上下方向に向けた前段オイル分離室９を設
け、前段オイル分離室９に立体網目構造のオイル捕捉体
１０を収容し、前段オイル分離室９の下端部に分離室入
口９ａを設け、前段オイル分離室９の上方に位置するヘ
ッドカバー２の前端隅角空間を分離室出口９ｂとし、分
離室出口９ｂをブリーザ室入口５に連通させた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンダヘッド(１)に取り付けたヘッドカバー(２)の長手方向を前後方向、その一方を
前、ヘッドカバー(２)の高さ方向を上下方向として、ヘッドカバー(２)の天井壁(３)に沿
って前後方向に向けたブリーザ室(４)を形成し、このブリーザ室(４)の前端部にブリーザ
室入口(５)を設け、このブリーザ室(４)の後端部にブリーザ室出口(６)を設け、このブリ
ーザ室(４)内に複数の隔壁(７)を設け、この隔壁(７)に沿ってブリーザ室(４)内でブロー
バイガスを通過させ、このブローバイガスに含まれるオイルミストを隔壁(７)の表面で凝
縮させてオイル分離を行うようにした多気筒エンジンにおいて、
　ヘッドカバー(２)の前端壁(８)に沿って上下方向に向けた前段オイル分離室(９)を設け
、この前段オイル分離室(９)に立体網目構造のオイル捕捉体(１０)を収容し、この前段オ
イル分離室(９)の下端部に分離室入口(９ａ)を設け、前段オイル分離室(９)の上方に位置
するヘッドカバー(２)の前端隅角空間を分離室出口(９ｂ)とし、この分離室出口(９ｂ)を
ブリーザ室入口(５)に連通させた、ことを特徴とする多気筒エンジン。
【請求項２】
　請求項１に記載した多気筒エンジンにおいて、
　分離室入口(９ａ)に受け具(１２)を設け、この受け具(１２)にオイル捕捉体(１０)を載
せ、分離室出口(９ｂ)に押さえ具(１３)を収容し、この押さえ具(１３)と受け具(１２)と
の間にオイル捕捉体(１０)を挟み付けることにより、前段オイル分離室(９)内でオイル捕
捉体(１０)を固定するに当たり、
　受け具(１２)に通気入口孔(１４)をあけ、押さえ具(１３)は板状で、その上端部(１５)
を後方に折り曲げてヘッドカバー(２)の天井壁(３)に接当させ、その下端部(１６)を前方
に折り曲げてオイル捕捉体(１０)の上面に接当させ、その中間部(２０)で分離室出口(９
ｂ)を前空間(１７)と後空間(１８)とに区画し、押さえ具(１３)の下端部(１６)に通気出
口孔(１９)をあけ、押さえ具(１３)の中間部(２０)の横端縁(２１)とヘッドカバー(２)の
横壁(２２)との間に通気隙間(２３)を設け、この通気隙間(２３)の左右方向反対側寄りに
ブリーザ室入口(５)を配置することにより、
　押さえ具(１３)の下端部(１６)の通気出口孔(１９)から分離室出口(９ｂ)の前空間(１
７)に進入したブローバイガスが通気隙間(２３)と後空間(１８)とを経てブリーザ室入口(
５)に進入するようにした、ことを特徴とする多気筒エンジン。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載した多気筒エンジンにおいて、
　ヘッドカバー(２)の天井壁(３)にガス旋回室(２４)を設け、その旋回室入口(２５)の始
端部(２６)をブリーザ室出口(６)に連通させ、旋回室入口(２５)の終端部(２７)を旋回室
周壁(２８)の内周面の接線方向に沿わせ、この旋回室入口(２５)の終端部(２７)からガス
旋回室(２４)に進入したブローバイガスが旋回室周壁(２８)の内周面に沿って旋回するよ
うにした、ことを特徴とする多気筒エンジン。
【請求項４】
　請求項３に記載した多気筒エンジンにおいて、
　旋回室周壁(２８)の上面に弁取付座(２９)を形成し、ガス旋回室(２４)の中心部に弁座
周壁(３０)を配置し、この弁座周壁(３０)の軸線を上下方向に向け、この弁座周壁(３０)
の上面に弁座(３１)を形成し、弁取付座(２９)にブリーザ弁となるダイヤフラム弁(３２)
の周縁部を取り付け、このダイヤフラム弁(３２)の弁面(３３)を弁座(３１)に着座させ、
弁座周壁(３０)内に弁座出口通路(３４)を形成することにより、
　ガス旋回室(２４)を通過したブローバイガスが開弁した弁面(３３)と弁座(３１)との間
を通過して、弁座出口通路(３４)に流入するようにした、ことを特徴とする多気筒エンジ
ン。
【請求項５】
　請求項４に記載した多気筒エンジンにおいて、
　ヘッドカバー(２)の天井壁(３)に旋回室取付座(３５)を設け、この旋回室取付座(３５)
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に旋回室周壁(２８)を取り付け、この旋回室取付座(３５)の中心部に出口通路前段周壁(
３６)を設け、この出口通路前段周壁(３６)の軸線を上下方向に向け、出口通路前段周壁(
３６)とヘッドカバー(２)の横壁(２２)との間に出口通路後段周壁(３７)を架設し、この
出口通路後段周壁(３７)の軸線を左右横方向に向け、
　出口通路前段周壁(３６)と出口通路前段周壁(３７)の内部にＬ字形に屈曲した出口通路
(３８)を設け、出口通路前段周壁(３７)の上面に形成した出口通路(３８)の始端を弁座出
口通路(３４)の終端に連通させ、出口通路後段周壁(３７)の終端に形成した出口通路(３
８)の終端をブリーザパイプ(３９)を介して吸気通路に連通させるに当たり、
　旋回室取付座(３５)には前記旋回室周壁(２８)に代えて上記ダイヤフラム弁(３２)の周
縁部を取り付けることができるようにし、この旋回室取付座(３５)に旋回室周壁(２８)に
代えてダイヤフラム弁(３２)の周縁部を取り付けた場合には、出口通路前段周壁(３６)の
上面に上記ダイヤフラム弁(３２)の弁面(３３)を着座させ、上記ダイヤフラム弁(３２)を
ブリーザ弁として用いることができるようにした、ことを特徴とする多気筒エンジン。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載した多気筒エンジンにおいて、
　ブリーザ室(４)の底壁(４０)からオイル排出パイプ(４１)を下向きに導出し、このオイ
ル排出パイプ(４１)の下端部(４２)をＵ字状に折り返した、ことを特徴とする多気筒エン
ジン。
【請求項７】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載した多気筒エンジンにおいて、
　シリンダヘッド(１)の上面にオイル溜め(４３)を設け、ブリーザ室(４)の底壁(４０)か
らオイル排出パイプ(４１)を下向きに導出し、このオイル排出パイプ(４１)の下端開口部
(４４)をオイル溜め(４３)に溜めたオイル(４５)に浸漬させた、ことを特徴とする多気筒
エンジン。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれかに記載した多気筒エンジンにおいて、
　過給機(４６)から吸気通路に過給を行う過給パイプ(４７)をヘッドカバー(２)の天井壁
(３)に沿って配置するに当たり、
　ヘッドカバー(２)の天井壁(３)の前半部(３ａ)と後半部(３ｂ)のうち、前半部(３ａ)に
のみブリーザ室(４)を形成することにより、ヘッドカバー(２)の天井壁(３)の後半部(３
ｂ)を天井壁(３)の前半部(３ｂ)よりも低くし、このヘッドカバー(２)の天井壁(３)の後
半部(３ｂ)に沿って過給パイプ(４７)を配置した、ことを特徴とする多気筒エンジン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多気筒エンジンに関し、詳しくは、オイルミスト量が多くなっても、十分な
オイル分離機能が得られる多気筒エンジンに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の多気筒エンジンとして、本発明と同様、シリンダヘッドに取り付けたヘッドカバ
ーの長手方向を前後方向、その一方を前、ヘッドカバーの高さ方向を上下方向として、ヘ
ッドカバーの天井壁に沿って前後方向に向けたブリーザ室を形成し、このブリーザ室の前
端部にブリーザ室入口を設け、このブリーザ室の後端部にブリーザ室出口を設け、このブ
リーザ室内に複数の隔壁を設け、この隔壁に沿ってブリーザ室内でブローバイガスを通過
させ、このブローバイガスに含まれるオイルミストを隔壁の表面で凝縮させてオイル分離
を行うようにしたものがある(例えば、特許文献１参照)。
【０００３】
　しかし、上記従来の多気筒エンジンでは、ブリーザ室によるオイル分離を補助する手段
がないため、問題がある。
【０００４】
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【特許文献１】特開２００５－４８６０１号公報(図１、図２参照)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来技術では、次の問題がある。
　《問題》　オイルミスト量が多くなると、十分なオイル分離機能が得られない場合があ
る。
　ブリーザ室のオイル分離を補助する手段がないため、オイルミスト量が多くなると、隔
壁の表面での凝縮だけでは、オイル分離が間に合わず、オイルミストがブリーザ室を吹き
ぬけてしまうことがある。また、ヘッドカバーの天井壁に沿うブリーザ室の場合、底壁に
大きなオイル排出口を設けると、ここからブローバイガスがブリーザ室に短絡する不具合
があるため、大きなオイル排出口を設けることができず、ブリーザ室でのオイルの凝縮量
が多くなると、凝縮オイルの排出を効率的に行うことができず、凝縮オイルが再ミスト化
されて、ブリーザ室から連れ出されることがある。このような理由で、オイルミスト量が
多くなると、十分なオイル分離機能が得られない場合がある。
【０００６】
　本発明は、上記問題点を解決することができる多気筒エンジン、すなわち、オイルミス
ト量が多くなっても、十分なオイル分離機能が得られる多気筒エンジンを提供することを
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に係る発明の発明特定事項は、次の通りである。
　図１(Ａ)に例示するように、シリンダヘッド(１)に取り付けたヘッドカバー(２)の長手
方向を前後方向、その一方を前、ヘッドカバー(２)の高さ方向を上下方向として、ヘッド
カバー(２)の天井壁(３)に沿って前後方向に向けたブリーザ室(４)を形成し、このブリー
ザ室(４)の前端部にブリーザ室入口(５)を設け、このブリーザ室(４)の後端部にブリーザ
室出口(６)を設け、このブリーザ室(４)内に複数の隔壁(７)を設け、この隔壁(７)に沿っ
てブリーザ室(４)内でブローバイガスを通過させ、このブローバイガスに含まれるオイル
ミストを隔壁(７)の表面で凝縮させてオイル分離を行うようにした多気筒エンジンにおい
て、
　ヘッドカバー(２)の前端壁(８)に沿って上下方向に向けた前段オイル分離室(９)を設け
、この前段オイル分離室(９)に立体網目構造のオイル捕捉体(１０)を収容し、この前段オ
イル分離室(９)の下端部に分離室入口(９ａ)を設け、前段オイル分離室(９)の上方に位置
するヘッドカバー(２)の前端隅角空間を分離室出口(９ｂ)とし、この分離室出口(９ｂ)を
ブリーザ室入口(５)に連通させた、ことを特徴とする多気筒エンジン。
【発明の効果】
【０００８】
　（請求項１に係る発明）
　《効果》　オイルミスト量が多くなっても、十分なオイル分離機能が得られる。
　図１(Ａ)に例示するように、ヘッドカバー(２)の前端壁(８)に沿って上下方向に向けた
前段オイル分離室(９)を設け、この前段オイル分離室(９)に立体網目構造のオイル捕捉体
(１０)を収容し、この前段オイル分離室(９)の下端部に分離室入口(９ａ)を設け、前段オ
イル分離室(９)の上方に位置するヘッドカバー(２)の前端隅角空間を分離室出口(９ｂ)と
し、この分離室出口(９ｂ)をブリーザ室入口(５)に連通させたので、オイルミストを含む
ブローバイガスはブリーザ室(４)に流入する前にオイル捕捉体(１０)である程度オイル分
離され、その分離オイルの多くは分離室入口(９ａ)から自然落下し、ブリーザ室(４)に進
入しない。このため、オイル捕捉体(１０)がブリーザ室(４)のオイル分離の補助となり、
分離オイルの排出も効率的に行われ、オイルミスト量が多くなっても、十分なオイル分離
機能が得られる。
【０００９】
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　（請求項２に係る発明）
　請求項１に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　オイル分離機能が高い。
　図１(Ｂ)に例示するように、押さえ具(１３)の下端部(１６)の通気出口孔(１９)から分
離室出口(９ｂ)の前空間(１７)に進入したブローバイガスが通気隙間(２３)と後空間(１
８)とを経てブリーザ室入口(５)に進入するようにした、ブローバイガスに含まれるオイ
ルミストはブリーザ室(４)に流入する前に、この押さえ具(１３)で区画された前後空間(
１７)(１８)を通過し、押さえ具(１３)の表面で凝縮する。このように、オイル捕捉体(１
０)を通過したオイルミストはブリーザ室(４)に進入する前に押さえ具(１３)の表面でオ
イル分離されるので、オイル分離機能が高い。
【００１０】
　《効果》　押さえ具をオイル分離手段として有効利用できる。
　図１(Ａ)に例示するように、押さえ具(１３)は板状で、その上端部(１５)を後方に折り
曲げてヘッドカバー(２)の天井壁(３)に接当させ、その下端部(１６)を前方に折り曲げて
オイル捕捉体(１０)の上面に接当させ、その中間部(２０)で分離室出口(９ｂ)を前空間(
１７)と後空間(１８)とに区画し、図１(Ｂ)に例示するように、押さえ具(１３)の下端部(
１６)に通気出口孔(１９)をあけ、図１(Ｃ)に例示するように、押さえ具(１３)の中間部(
２０)の横端縁(２１)とヘッドカバー(２)の横壁(２２)との間に通気隙間(２３)を設け、
この通気隙間(２３)の左右方向反対側寄りにブリーザ室入口(５)を配置したので、図１(
Ｂ)に例示するように、押さえ具(１３)で区画した前空間(１７)と後空間(１８)に沿って
ブローバイガスを反転状に通過させることができ、押さえ具(１３)をオイル分離手段とし
て有効利用できる。
【００１１】
　（請求項３に係る発明）
　請求項１または請求項２に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　オイル分離機能が高い。
　図３に例示するように、ヘッドカバー(２)の天井壁(３)にガス旋回室(２４)を設け、そ
の旋回室入口(２５)の始端部(２６)をブリーザ室出口(６)に連通させ、図１(Ｅ)に例示す
るように、旋回室入口(２５)の終端部(２７)を旋回室周壁(２８)の内周面の接線方向に沿
わせ、この旋回室入口(２５)の終端部(２７)からガス旋回室(２４)に進入したブローバイ
ガスが旋回室周壁(２８)の内周面に沿って旋回するようにしたので、ブリーザ室(４)を通
過したオイルミストはガス旋回室(２４)で遠心分離される。このように、ブリーザ室(４)
を通過したオイルミストはガス旋回室(２４)で事後的にオイル分離されるので、オイル分
離機能が高い。
【００１２】
　（請求項４に係る発明）
　請求項３に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　オイル分離機能が高い。
　図３に例示するように、ガス旋回室(２４)を通過したブローバイガスが開弁した弁面(
３３)と弁座(３１)との間を通過して、弁座出口通路(３４)に流入するようにしたので、
ガス旋回室(２４)を通過したオイルミストは弁面(３３)と弁座(３１)との間の通過抵抗に
よってオイル分離される。このように、オイルミストは、ガス旋回室(２４)から流出する
際にもオイル分離されるので、オイル分離機能が高い。
【００１３】
　（請求項５に係る発明）
　請求項４に係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　旋回室の無い仕様のエンジンに簡単に仕様変更することができる。
　図３に例示するように、旋回室取付座(３５)には前記旋回室周壁(２８)に代えて上記ダ
イヤフラム弁(３２)の周縁部を取り付けることができるようにし、この旋回室取付座(３
５)に旋回室周壁(２８)に代えてダイヤフラム弁(３２)の周縁部を取り付けた場合には、
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出口通路前段周壁(３６)の上面に上記ダイヤフラム弁(３２)の弁面(３３)を着座させ、上
記ダイヤフラム弁(３２)をブリーザ弁として用いることができるようにしたので、旋回室
取付座(３５)から旋回室周壁(２８)を取り外し、旋回室取付座(３５)にダイヤフラム弁(
３２)を付け替えるだけで、旋回室の無い仕様のエンジンに簡単に仕様変更することがで
きる。
【００１４】
　《効果》　旋回室の無い仕様のエンジンとヘッドカバーを共用することができる。
　図３に例示するように、旋回室取付座(３５)は、ダイヤフラム弁(３２)の弁取付座とし
ても用いることができ、出口通路前段周壁(３７)の上面は、上記ダイヤフラム弁(３２)の
弁座としても用いることができるため、旋回室の無い仕様のエンジンとヘッドカバー(２)
を共用することができる。
【００１５】
　（請求項６に係る発明）
　請求項１から請求項５のいずれかに係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　オイル分離機能が高い。
　図１(Ａ)に例示するように、ブリーザ室(４)の底壁(４０)からオイル排出パイプ(４１)
を下向きに導出し、このオイル排出パイプ(４１)の下端部(４２)をＵ字状に折り返したの
で、オイル排出パイプ(４１)の下端部(４２)にオイルが溜まることにより、ブローバイガ
スがオイル排出パイプ(４１)の下端開口部(４４)からブリーザ室(４)に短絡する不具合が
なく、オイル排出パイプ(４１)の内径を十分に大きくすることができる。このため、ブリ
ーザ室(４)からのオイル排出を効率的に行うことができ、ブリーザ室(４)に凝縮オイル溜
まりにくく、凝縮オイルの再ミスト化によるブリーザ室(４)からの連れ出しが抑制され、
オイル分離機能が高い。
【００１６】
　（請求項７に係る発明）
　請求項１から請求項５のいずれかに係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　オイル分離機能が高い。
　図２(Ｃ)に例示するように、シリンダヘッド(１)の上面にオイル溜め(４３)を設け、ブ
リーザ室(４)の底壁(４０)からオイル排出パイプ(４１)を下向きに導出し、このオイル排
出パイプ(４１)の下端開口部(４４)をオイル溜め(４３)に溜めたオイル(４５)に浸漬させ
たので、ブローバイガスがオイル排出パイプ(４１)の下端開口部(４４)からブリーザ室(
４)に短絡する不具合がなく、オイル排出パイプ(４１)の内径を十分に大きくすることが
できる。このため、ブリーザ室(４)からのオイル排出を効率的に行うことができ、ブリー
ザ室(４)に凝縮オイル溜まりにくく、凝縮オイルの再ミスト化によるブリーザ室(４)から
の連れ出しが抑制され、オイル分離機能が高い
【００１７】
　（請求項８に係る発明）
　請求項１から請求項７のいずれかに係る発明の効果に加え、次の効果を奏する。
　《効果》　ブリーザ室の形成によって、エンジンの全高が高くなるおそれがない。
　図１(Ａ)に例示するように、ヘッドカバー(２)の天井壁(３)の前半部(３ａ)と後半部(
３ｂ)のうち、前半部(３ａ)にのみブリーザ室(４)を形成することにより、ヘッドカバー(
２)の天井壁(３)の後半部(３ｂ)を天井壁(３)の前半部(３ｂ)よりも低くし、このヘッド
カバー(２)の天井壁(３)の後半部(３ｂ)に沿って過給パイプ(４７)を配置したので、ヘッ
ドカバー(２)の天井壁(３)にブリーザ室(４)を形成しても過給パイプ(４７)の位置が高く
ならず、ブリーザ室(４)の形成によってエンジンの全高が高くなるおそれがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１から図４は本発明の実施形態に係
る多気筒エンジンを説明する図で、この実施形態では、４気筒の立形ディーゼルエンジン
について説明する。
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【００１９】
　本発明の実施形態の概要は、次の通りである。
　図４に示すように、シリンダブロック(４８)の上部にシリンダヘッド(１)を組付け、シ
リンダヘッド(１)の上部にヘッドカバー(２)を組み付けている。シリンダブロック(４８)
の前部に巻き掛け伝動装置(４９)を配置し、シリンダブロック(４８)の後部にタイミング
ギヤトレイン(図外)を配置している。シリンダブロック(４８)の下部にオイルパン(５０)
を組み付けている。シリンダヘッド(１)の左右一側に吸気分配通路壁(５１)を設け、他側
に排気合流通路壁(５２)を設けている。吸気分配通路壁(５１)は一般に吸気マニホルドと
呼ばれるものであるが、枝管のない箱型構造であるため、吸気分配通路壁と表現した。排
気合流通路壁(５２)は一般に排気マニホルドと呼ばれるものであるが、吸気分配通路壁の
表現に合わせて排気合流通路壁と表現した。吸気分配通路壁(５１)の上方にはＥＧＲクー
ラ(５３)とＥＧＲ弁ケース(５４)とを配置している。ＥＧＲ弁ケース(５４)の上部には弁
アクチュエータ(５５)を組み付けている。排気合流通路壁(５２)の上部には過給機(４６)
を組み付けている。ヘッドカバー(２)にはブリーザ装置を設けている。
【００２０】
　ブリーザ装置の概要は、次の通りである。
　図１(Ａ)に示すように、シリンダヘッド(１)に取り付けたヘッドカバー(２)の長手方向
を前後方向、その一方を前、ヘッドカバー(２)の高さ方向を上下方向として、ヘッドカバ
ー(２)の天井壁(３)に沿って前後方向に向けたブリーザ室(４)を形成している。このブリ
ーザ室(４)の前端部にブリーザ室入口(５)を設け、このブリーザ室(４)の後端部にブリー
ザ室出口(６)を設け、このブリーザ室(４)内に複数の隔壁(７)を設け、この隔壁(７)に沿
ってブリーザ室(４)内でブローバイガスを通過させ、このブローバイガスに含まれるオイ
ルミストを隔壁(７)の表面で凝縮させてオイル分離を行うようにしている。図２(Ａ)に示
すように、隔壁(７)は、左右方向に向けられ、前後方向に並べて配置され、ブリーザ室(
４)内を前後方向に区画し、ブリーザ室(４)内を複数の区画室に区分している。隣合う隔
壁(７)には左右横方向相互反対側に連通口(５４)を配置し、ブリーザ室(４)内をブローバ
イガスが蛇行しながら通過するようになっている。
【００２１】
　ブリーザ室上流でのオイル分離構造は、次の通りである。
　図１(Ａ)に示すように、ヘッドカバー(２)の前端壁(８)に沿って上下方向に向けた前段
オイル分離室(９)を設け、この前段オイル分離室(９)に立体網目構造のオイル捕捉体(１
０)を収容し、この前段オイル分離室(９)の下端部に分離室入口(９ａ)を設け、前段オイ
ル分離室(９)の上方に位置するヘッドカバー(２)の前端隅角空間を分離室出口(９ｂ)とし
、この分離室出口(９ｂ)をブリーザ室入口(５)に連通させている。オイル捕捉体(１０)は
スチールウールである。
【００２２】
　オイル捕捉体の固定構造は、次の通りである。
　図１(Ａ)に示すように、分離室入口(９ａ)に受け具(１２)を設け、この受け具(１２)に
オイル捕捉体(１０)を載せ、分離室出口(９ｂ)に押さえ具(１３)を収容し、この押さえ具
(１３)と受け具(１２)との間にオイル捕捉体(１０)を挟み付けることにより、前段オイル
分離室(９)内でオイル捕捉体(１０)を固定する。
【００２３】
　上記固定に伴う工夫は、次の通りである。
　図２(Ａ)に示すように、受け具(１２)に通気入口孔(１４)をあけ、図１(Ａ)に示すよう
に、押さえ具(１３)は板状で、その上端部(１５)を後方に折り曲げてヘッドカバー(２)の
天井壁(３)に接当させ、その下端部(１６)を前方に折り曲げてオイル捕捉体(１０)の上面
に接当させ、その中間部(２０)で分離室出口(９ｂ)を前空間(１７)と後空間(１８)とに区
画し、押さえ具(１３)の下端部(１６)に通気出口孔(１９)をあけ、図１(Ｃ)に示すように
、押さえ具(１３)の中間部(２０)の横端縁(２１)とヘッドカバー(２)の横壁(２２)との間
に通気隙間(２３)を設け、この通気隙間(２３)の左右方向反対側寄りにブリーザ室入口(
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５)を配置している。これにより、図１(Ｂ)に示すように、押さえ具(１３)の下端部(１６
)の通気出口孔(１９)から分離室出口(９ｂ)の前空間(１７)に進入したブローバイガスが
通気隙間(２３)と後空間(１８)とを経てブリーザ室入口(５)に進入するようにしている。
【００２４】
　ブリーザ室下流でのオイル分離構造は、次の通りである。
　図３に示すように、ヘッドカバー(２)の天井壁(３)にガス旋回室(２４)を設け、その旋
回室入口(２５)の始端部(２６)をブリーザ室出口(６)に連通させ、図１(Ｅ)に示すように
、旋回室入口(２５)の終端部(２７)を旋回室周壁(２８)の内周面の接線方向に沿わせ、こ
の旋回室入口(２５)の終端部(２７)からガス旋回室(２４)に進入したブローバイガスが旋
回室周壁(２８)の内周面に沿って旋回するようにしている。
【００２５】
　ガス旋回室の構造は、次の通りである。
　図３に示すように、旋回室周壁(２８)の上面に弁取付座(２９)を形成し、ガス旋回室(
２４)の中心部に弁座周壁(３０)を配置し、この弁座周壁(３０)の軸線を上下方向に向け
、この弁座周壁(３０)の上面に弁座(３１)を形成し、弁取付座(２９)にブリーザ弁となる
ダイヤフラム弁(３２)の周縁部を取り付け、このダイヤフラム弁(３２)の弁面(３３)を弁
座(３１)に着座させ、弁座周壁(３０)内に弁座出口通路(３４)を形成する。これにより、
ガス旋回室(２４)を通過したブローバイガスが開弁した弁面(３３)と弁座(３１)との間を
通過して、弁座出口通路(３４)に流入するようにしている。
【００２６】
　図３に示すように、ヘッドカバー(２)の天井壁(３)に旋回室取付座(３５)を設け、この
旋回室取付座(３５)に旋回室周壁(２８)を取り付け、この旋回室取付座(３５)の中心部に
出口通路前段周壁(３６)を設け、この出口通路前段周壁(３６)の軸線を上下方向に向け、
出口通路前段周壁(３６)とヘッドカバー(２)の横壁(２２)との間に出口通路後段周壁(３
７)を架設し、この出口通路後段周壁(３７)の軸線を左右横方向に向けている。
【００２７】
　図３に示すように、出口通路前段周壁(３６)と出口通路前段周壁(３７)の内部にＬ字形
に屈曲した出口通路(３８)を設け、出口通路前段周壁(３７)の上面に形成した出口通路(
３８)の始端を弁座出口通路(３４)の終端に連通させ、出口通路後段周壁(３７)の終端に
形成した出口通路(３８)の終端をブリーザパイプ(３９)を介して吸気通路に連通させるに
当たり、次のようにしている。
　旋回室取付座(３５)には前記旋回室周壁(２８)に代えて上記ダイヤフラム弁(３２)の周
縁部を取り付けることができるようにし、この旋回室取付座(３５)に旋回室周壁(２８)に
代えてダイヤフラム弁(３２)の周縁部を取り付けた場合には、出口通路前段周壁(３６)の
上面に上記ダイヤフラム弁(３２)の弁面(３３)を着座させ、上記ダイヤフラム弁(３２)を
ブリーザ弁として用いることができるようにしている。
【００２８】
　ブリーザ室からのオイル排出構造は、次の通りである。
　図１(Ａ)に示すように、ブリーザ室(４)の底壁(４０)からオイル排出パイプ(４１)を下
向きに導出し、このオイル排出パイプ(４１)の下端部(４２)をＵ字状に折り返している。
図２(Ｃ)に示すように、シリンダヘッド(１)の上面にオイル溜め(４３)を設け、ブリーザ
室(４)の底壁(４０)からオイル排出パイプ(４１)を下向きに導出し、このオイル排出パイ
プ(４１)の下端開口部(４４)をオイル溜め(４３)に溜めたオイル(４５)に浸漬させてもよ
い。
【００２９】
　過給パイプの配置は、次の通りである。
　図４に示すように、過給機(４６)から吸気通路に過給を行う過給パイプ(４７)をヘッド
カバー(２)の天井壁(３)に沿って配置するに当たり、図１(Ａ)に示すように、ヘッドカバ
ー(２)の天井壁(３)の前半部(３ａ)と後半部(３ｂ)のうち、前半部(３ａ)にのみブリーザ
室(４)を形成することにより、ヘッドカバー(２)の天井壁(３)の後半部(３ｂ)を天井壁(
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３)の前半部(３ｂ)よりも低くし、このヘッドカバー(２)の天井壁(３)の後半部(３ｂ)に
沿って過給パイプ(４７)を配置している。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態に係るディーゼルエンジンに用いるヘッドカバー等の部品を説
明する図で、図１(Ａ)はヘッドカバーの縦断側面図、図１(Ｂ)は図１(Ａ)のＢ矢視方向か
ら見た押さえ具の斜視図、図１(Ｃ)は図１(Ａ)のＣ矢視方向から見た押さえ具の平面図、
図１(Ｄ)は図１(Ａ)のＤ－Ｄ線断面図、図１(Ｅ)は図１(Ａ)のＥ矢視方向から見たガス旋
回室の平面図である。
【図２】本発明の実施形態に係るディーゼルエンジンに用いるヘッドカバー等の部品を説
明する図で、図２(Ａ)はヘッドカバーの底面図、図２(Ｂ)はブリーザ室の底壁の底面図、
図２(Ｃ)はオイル排出パイプの変更例の説明図である。
【図３】本発明の実施形態に係るディーゼルエンジンに用いるガス旋回室とその周辺部分
の縦断側面図である。
【図４】本発明の実施形態に係るディーゼルエンジンの斜視図である。
【符号の説明】
【００３１】
(１) シリンダヘッド
(２) ヘッドカバー
(３) 天井壁
(３ａ) 前半部
(３ｂ) 後半部
(４) ブリーザ室
(５) ブリーザ室入口
(６) ブリーザ室出口
(７) 隔壁
(８) 前端壁
(９) 前段オイル分離室
(９ａ) 分離室入口
(９ｂ) 分離室出口
(１０) オイル捕捉体
(１１)
(１２) 受け具
(１３) 押さえ具
(１４) 通気入口孔
(１５) 上端部
(１６) 下端部
(１７) 前空間
(１８) 後空間
(１９) 通気出口孔
(２０) 中間部
(２１) 横端縁
(２２) 横壁
(２３) 通気隙間
(２４) ガス旋回室
(２５) 旋回室入口
(２６) 始端部
(２７) 終端部
(２８) 旋回室周壁
(２９) 弁取付座
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(３０) 弁座周壁
(３１) 弁座
(３２) ダイヤフラム弁
(３３) 弁面
(３４) 弁座出口通路
(３５) 旋回室取付座
(３６) 出口通路前段周壁
(３７) 出口通路後段周壁
(３８) 出口通路
(３９) ブリーザパイプ
(４０) 底壁
(４１) オイル排出パイプ
(４２) 下端部
(４３) オイル溜め
(４４) 下端開口部
(４５) オイル
(４６) 過給機
(４７) 過給パイプ

【図１】 【図２】
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